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令和７年度 

学校法人植草学園 事業計画 

 

１．学校法人植草学園としての取組  

（１）管理運営 

  ① 理事会，評議員会の機能強化 

   ・私学法の改正に伴い，変更認可を受けた寄附行為に則り，理事会，評議員会を

構成する役員を適切に選任し，健全な法人運営が行えるよう機能強化を図る。ま

た，運用初年度であることから内部統制システムが適切に機能するか確認する。

（担当：法人本部課） 

 

  ② 人事基本方針に基づく人材育成（FD,SD） 

・「人事基本方針」に基づく人事計画，人材の育成，評価等を行い，学園組織の維

持向上及び教職員個々人の成長を図っていく。（担当：法人本部課） 

1) 教育職員の育成 

・大学の教育職員の個々の教育研究が活発に展開され，専門性の向上が図られる

よう，研究環境の改善や，FD 研修の充実に努める。（担当：大学） 

・高校教員，こども園等教員は，学内研修を充実させるとともに，学外研修への

参加を推進し，教員の意欲と能力向上に努める。（担当：各校（園）） 

2) 事務職員の育成 

・事務職員の経営能力，専門性の向上に向けたトータルな職員育成システムを構

築するなかで，管理職等への登用を進めていく。（担当：学園事務局長，法人本部

課） 

・外部の研修，出向等の機会を積極的に活用し，職員個々の能力を高めていくと

ともに，内部研修等の活性化により，学内の一体感・共通意識を醸成する。（担当：

学園事務局長，法人本部課） 

 

  ③ 保健医療学部，看護学部の実習施設となるクリニック等の設置 

   ・クリニック等の設置に関して，事業計画（スケジュール），資金計画・収支予算

化，内外装工事，昇降機設置工事，導入機器等の設置，施設改修を行い令和８年

４月の開設を目指す。（担当：大学，法人本部課経営企画室） 

 

  ④ 教職員の働き方改革と働きやすい職場づくりの推進 

   ・こども園・保育園等における教職員の人事評価制度及びマイチャレンジシート

を導入し，教職員の能力向上・育成を図る。（担当：法人本部課） 

・大学，高等学校教員の人事評価の実施及び新給与制度導入を検討する。（担当：

学園事務局長，法人本部課） 

・ストレス度合いを定期的にチェックし，ストレス原因の低減を図るとともにう

るおい相談員制度等を活かし教職員同士が支え合える職場環境づくりに努める。

（担当：学園事務局長，法人本部課） 

 

（２）施設設備等の充実 

  ① 看護学部設置にともなう施設設備の整備 

   ・千葉医療センター内椿森キャンパスの改修工事については，後期の授業に支障

が無いよう配慮して確実に実施する。（担当：法人本部課） 

    

② 施設の省エネ化促進と共生の森の整備 

  ・近年，光熱水費の大幅な高騰が続いている中で大学の空調設備機器が，更新の

時期を迎えてきている。また，突然の故障による修繕も発生している。機器の更
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新にあたっては，省エネ化を促進し，経費削減に繋げるよう検討し実施計画を作

成する。（担当：法人財務課） 

  ・共生の森については，令和５年度に自然環境サイトへの認定登録や第４３回緑

の都市賞を受賞し，共生の森の活動が認められたが，その管理については，教職

員や協力関係者など一部の人員に限られている。今後も持続可能な整備，管理運

営を続けられるようにする。（担当：地域連携推進室） 

 

（３）財政基盤の安定化 

①「財務基本方針」に基づく，予算執行の厳格化 

・経常収支比率（経常収支差額／経常収入）を目標 3％以上とする。（担当：法

人財務課） 

・人件費率（人件費／経常収入）を目標 60％以下とする。 ※こども園等につ

いては，当面の目標を 70％以下とする）（担当：法人財務課） 

・中間決算の実施及び公表による，後期財務運営の修正並びに財務に対する教職

員の意識を向上させる。（担当：法人財務課） 

・学園収支の悪化要因が大学の定員未充足であることから，学生の安定的な

確保を図るため，大学部門の教学改革を実施することにより法人の経営改善

計画を策定する。（担当：大学，経営強化会議，法人本部課経営企画室） 

・各部門の独立採算を目標とした予算編成への移行を検討する。（担当：法人財

務課） 

 

② 収益事業の新規開拓等の拡大 

・収益事業の新規開拓等の拡大や外部資金獲得を戦略的に進めることにより，学

生生徒等納付金比率を一定の割合以下とする。（担当：法人財務課） 

・遊休資産の活用と処分を検討する。（担当：法人本部課経営企画室） 

 

２．植草学園大学の取組 ○は中期目標 R7 年達成項目 
 

（１）学修者本位の教育推進 

 ① 質保証システムの確立 

〔教育研究の点検・評価〕 

 自己点検評価委員会は，教学改革推進センターと連携し，自己評価，ステー

クホルダー及び学外者による評価をもとに，PDCA サイクルを通して教育研究の

質の向上を継続的に図る。令和 9 年の認証評価に備える。 

 

〔アセスメント・ポリシーの着実な実行・分析〕 

内部質保証のため，アセスメント・ポリシーを着実に実施するとともに，経

営企画室 IR によりデータを蓄積・分析し，学修成果の向上を図る。 

 

 ② 学生支援の充実 

○〔教育支援の充実〕 

初年次のエレメンタリーセミナー等を活用し，大学における学びのガイド（授

業への臨み方，レポートの書き方，ICT 活用法など）を行う。初年次前期及び

３年次に，アセスメント・ポリシーに基づき測定されたデータの活用方法を学

生にフィードバックし，学生自身による学修成果の把握を図るとともに，個別

面談を通して学修の進度や成果について適切な指導・支援を行う。 

 

○〔課題解決型授業の展開〕 

地域の自治体や諸団体等と連携した課題解決型授業の実施を通して実践的な

学修を展開する。 
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○〔学修満足度の向上と学修時間の増加〕 

教員は，授業評価をもとに授業改善に努め，学修の充実と学修満足度の向上

を促す。また，シラバスに授業における適切な予習・復習を明示し，図書館，

ラーニングコモンズ等を活用した学修を促し，学修時間の増加を図る。 

 

○〔学外実習支援の充実〕 

実習受け入れ先との協力関係を維持・強化し，学外実習の質向上を図る。実

習施設は近隣地域に確保し，学生の利便性を向上させる。リハビリクリニック

開設の検討を進める。 

 

○〔経済的困窮学生への支援強化〕 

高等教育の修学支援制度を活用できる体制を維持するとともに，優秀で経済

的に困窮する学生への支援を強化する新たな制度を整備する。 

 

〔退学要因の分析と対応〕 

退学データの分析を経営企画室 IR 部門が行い，各学部及び教学改革センター

が退学予防の対策を立案し実施する。学修意欲低下，学力不足，心身の健康へ

の対応策を検討する。 

 

○〔課外活動の支援〕 

学生委員会を中心に，学友会の支援，サークルの増加を図り，課外活動の活

性化を推進する。 

 

 ③ インクルーシブ教育の推進 

○〔インクルーシブ教育システムの構築〕 

各学部は，インクルーシブ教育の理念に基づく科目の設定，各種イベントへ

の学生参加等を通して，共生社会の実現に寄与する。障害等のある学生支援ガ

イドの改定やバリアフリーマップの作成作業を進め，多様な学生の受け入れ体

制を整える。 

 

（２）キャリア教育の充実と就業力の育成 

 ① 就職実績の向上 

○〔専門職就職実績の向上〕 

キャリア教育，キャリア支援体制の充実により，資格・免許の取得を促し，

それらを活用した専門職への就職率 90％以上を維持する。 

発達教育学部は教職・公務員支援センターと連携し，教職・公務員（保育士）

採用者数の増加に努める。保健医療学部は，理学療法士，作業療法士の国家試

験合格率全国平均以上を目指し，確実な試験準備教育を展開する。看護学部に

おいても国家試験準備教育を１年次から徐々に実施する。 

 

 ② 就業力の育成 

○〔初年時キャリア教育の充実による専門職への意欲向上〕 

１年次から現場観察体験を行うとともに，その後のボランティア活動，イン

ターンシップ活動，先輩の声を聞く会等への積極的な参加を促し，専門職への

意欲の向上を図る。 

 

（３）特色ある教育研究活動の推進 

 ① 研究の高度化 

○〔個人研究・学内共同研究の促進〕 

教員の個人研究及び学内共同研究を促す。 
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 ② 外部資金の獲得 

〔外部研究費の獲得促進〕 

科学研究費補助金等の外部研究費への応募の増加，ならびに応募書類の事前

チェック体制を強化し，採択率の向上を図る。また科研獲得者への研究費加算

制度を引き続き行う。 

 

 ③ 教育の質的改善の推進 

○〔ICT 機器を活用した授業〕 

学生 PC１台購入を基盤として，ICT 機器を活用した授業の展開を図る。看護

学部では電子教科書の円滑な活用を図る。発達教育学部では，電子黒板やデジ

タル教科書の計画的な整備を進める。遠隔授業については Google Classroom, 

Zoom を活用して引き続き展開する。 

 

 ④ 教育環境の整備 

〔施設の整備と老朽化施設の計画的改修〕 

学修環境の整備を進め，学生の利便性を維持していくとともに，省エネルギ

ー環境の整備に努める。特に看護学部の研究・教育環境の整備を行う。 

 

（４）国際化への対応と地域との共生 

 ① グローバル化の推進 

〔海外研修・海外ボランティアによる国際性の確保〕 

海外の教育機関との連携等を通して，海外研修・海外ボランティアを実施し，

国際的な視野を持った人材の養成に資する。 

 

○〔外国語教育の推進〕 

教養教育における外国語教育の充実（種類増），学生の外国語能力の向上の支

援に努める。 

 

 ②地域連携の推進 

○〔千葉市など自治体，地域，他大学との連携〕 

千葉市や若葉区など地元自治体と連携し，教育研究活動を展開する。また，

「子育て支援・教育実践センター」を活用する地域の親子の支援と交流，自治

体との連携を推進する。「ちば産学官連携プラットフォーム」において役割を果

たし，大学間の地域連携の実をあげる。 

 

（５）戦略的な広報による教育力の発信 

 ① データに基づく広報戦略 

○〔学生確保・広報の改善〕 

データに基づく戦略的な広報の改善・充実，オープンキャンパス等の充実，

積極的な高校訪問を図り，オープンキャンパスの参加者増と高校３年生参加者

の志願率アップ（目標値 50％）を図る。これらを通して，学生確保に全力をあ

げる。 

 

○〔附属高等学校との連携〕 

附属高等学校の生徒が本学の特色や教育への理解を一層深められるよう，連

携強化を図る。 

 

 ② 発信力の強化 

〔教育研究成果等の積極的発信と HP の充実〕 

「少子化時代を支える新たな私立大学等の経営改革支援（きらり）」の選定を

支えに，本学の特色，教育研究，資格試験・採用試験・就職状況等の教育成果,

各種行事，公開講座等の情報を積極的に公開・広報し,高校生をはじめ,社会へ
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のアピール力を強化する。 

特に，適切な情報にアクセスしやすく，アピール力のある魅力的な HP への改

善を図る。 

 

（６）将来を見据えた改革の推進 

 ① 社会の変化に適合した学科等の設置の推進 

○〔看護学部・センターの運営〕 

社会の変化に応じた学科・専攻の新設，廃止，大学院設置，千葉駅前キャンパス

を活用した教育など適切な将来計画の策定と展開を行う。特に新設した看護学部の

適切な運営を進めるとともに，地域共創ケアセンターの発足，また特別支援教育研

究センターをインクルーシブ社会創生センターに改組し，地域や関係機関と連携し

た事業を充実させる。 

 

 ② 留学生，社会人等の受け入れ 

〔留学生，社会人等の受け入れ〕 

社会人については，大学院の設置と千葉駅前キャンパスの活用の検討を開始する。

留学生については引き続き可能性を検討する。 

 

３．植草学園大学附属高等学校の取組 

 
（１）主体的，対話的，深い学びへの教育改革 

  ＜重点事項＞ 

①〔読解力の育成〕 

確かな学力を目指し読解力を育成するために，読解力向上プロジェクトに取り組

み，各教科において読解力を育む能力を明確にする。具体的には，教科の枠を越え

た授業見学等を実施し，教員間の学び合いを教科横断的に行う。また，朝読書を継

続し，読書習慣を確立していく。 

 

②〔探究学習活動の推進〕 

「総合的な探究の時間」において学年ごとに探究型学習を実践することで，生徒

一人ひとりの探究心を深める。また，発信力やプレゼンテーション力を鍛えるため

に，校外の発表会に積極的に参加させる。 

 

③〔特進コースの教育改革〕 

各教科の特質に応じた見方，考え方を習得し，情報を分析・活用しながら問題の

発見と解決を主体的に行える教育改革を進める。学習方法としては，ICT，スタデ

ィサプリ，植草ゼミナールの活用を推進すると共に，地域での問題解決学習を通し

て個別最適な学習と協働的な学びの一体化を目指す。 

 

④〔教員の授業力，指導力の向上〕 

スクールポリシーに関する研修を定期的に実施し，本校の目指す教育方針を確認

することで，さらなる教育の改革・改善を重ねていく。そのために，社会で求めら

れる教育トレンドに対応すべく，ICT 機器の活用方法やアクティブラーニング・問

題解決型学習等の授業法に関する実践的な研修の機会を多くつくる。 

 

（２）インクルーシブ教育の推進 

  ＜重点事項＞ 

〔インクルーシブ教育の推進〕 

多様性を尊重する教育活動を充実させるため，植草学園大学と連携し共生社会や

インクルーシブ教育に関する研修を毎年実施する。 

インクルーシブ理解し学びを深めるため，１・２年生に対し「インクルーシブ入
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門」という授業を各学期に実施する。 

また，体罰・ハラスメント防止等に関する研修に組織的に取り組んでいくことで，

信頼される学校体制をつくる。 

 

（３）国際化へ対応する教育の充実 

  ＜重点事項＞ 

〔国際理解，英語活用能力の向上〕 

様々な英語のプログラムや国際交流・海外修学旅行を通して外国語によるコミュ

ニケーション力の向上を図るとともに，同世代の海外生徒との交流を通じ相互理解

を深める。 

海外修学旅行とその関連学習，および芸術鑑賞会（歌舞伎や文楽）において，海

外の文化とともに日本の伝統文化にも興味・関心を持たせ，国際化へ対応できる人

材を育成する。 

 

（４）進路指導の実践 

＜重点目標＞ 

① 〔進路指導の徹底〕 

進路指導時では上級学校への進路を意識させ，卒業時の進路決定数値目標（大学

73％以上，未定 1％未満）達成に向け指導を行う。国公立大学，難関大学への進学

実績の向上を目指すため共通テスト受験者を増やす。 

 

② 〔高大連携教育の推進〕 

植草学園大学との高大連携教育の一層の充実を図り，卒業生の 10％以上の進学

を図る。 

植草学園大学の教育内容等について高校教員が知る機会（職員研修会等を利用）

を定期的に設け，高大接続を推し進める。 

 

（５） 教育環境の整備 

＜重点目標＞ 

① 〔教育施設の整備〕 

DX ハイスクールの取り組みを確実に進め，授業や課外活動で ICT や AI 技術を

積極的に取り入れられるよう施設整備を行う。施設のバリアフリー，教育の DX 化

を効果的に推進する。 

 

 ②〔学習環境の整備〕 

生徒の主体的に学習する習慣を定着させるとともに，確かな学力を育成するため

の手段の一つとして，７年度から植草ゼミナールを導入する。 

      

（６） 生徒支援の充実 

＜重点目標＞ 

①〔専門的な支援体制の充実〕 

特別な配慮を必要とする生徒にカウンセリング等の専門的な支援体制を整えて

いく。学年主任・担任を中心に，養護教諭・スクールカウンセラー・特別支援教育

コーディネーターが連携を取り合って対応する。また，必要に応じて植草学園大学

の専門家の助言が得られる支援体制も活用する。 

   

② 〔多様化する生徒への対応〕 

帰国生徒，外国にルーツのある生徒で日本語支援を要する生徒には，植草ゼミナ

ールの積極的な活用を促す。 

男子生徒の人数増に伴う必要な受け入れ体制を整える。 
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③〔部活動の振興〕 

強化指定選手の入試優遇制度や外部指導者の活用などによる部活動の振興を図

るとともに，部活動参加率 85％以上を目指す。 

 

（７） 教員の働き方改革の推進 

＜重点目標＞ 

〔適正な校務配分と業務の効率化〕 

校務の適正な配分・見直しを進め，教員が教育に専念できる時間の確保とワーク

ライフバランスの実現を目指す。 

また校務支援システムを活用して，校務で扱うデータを一元管理し引用すること

で業務の効率化を図り，作業負担やミスを軽減させる。 

     

（８） 広報・生徒募集 

＜重点目標＞ 

〔戦略的な広報・生徒募集〕 

生徒募集活動（外部説明会４回，夏休み学校説明会３回，夏休み部活動体験２回，

苦手克服講座２回，個別相談会３回，入試説明会３回）を回数・内容ともに充実さ

せるとともに，データに基づく対策を練っていく。 

受験者は 700 名以上（第一希望受験者 150 名），入学者 250 名以上を目指す。ま

た，特進コース第一希望者及び男子受験者の増加を図る対策を検討する。 

 

４．植草学園大学附属弁天こども園，植草学園千葉駅保育園及び

植草学園このはの家の取組 
 

（１） 教育・保育の質の向上 

① 子どもの最善の利益を保障し，子ども理解を柱とした教育・保育活動の展

開 

・子どもが現在を最も良く生き，望ましい未来をつくり出す力の基礎を培う 

ために「養護と教育」が一体となった保育・教育計画を構築し，実践に繋げ

る。 

・乳幼児の発達理解とともに，その子自身の個性や特性等を理解し，常に「子

どもにとって」を中心においた子ども主体の保育・教育を実践する。 

    

② 教職員の連携を柱とし，保育者の協働から始まる教育・保育活動の実施 
・職員一人一人が互いの個性を理解し，尊重し合いながら組織の一員として自
己発揮して保育・教育を実践する。 
・職員間のコミュニケーションを図り，協力・連携しながら働き甲斐を感じる
ことができるような職場環境の中で，保育・教育活動を行う。 
・会議やミーティングを工夫しながら日々の保育・教育を振り返り，互いに肯
定的な理解と評価ができる職場環境を構築する。 
・弁天地区の附属園・関連園による土曜保育の一体的な運用や交流保育を通し
て，保育者同士の連携や目指す保育観を共有し，実践する。 

 

③ 子どもを中心とした保育の展開を保護者や地域に対して開く保育，見える保育

の実現 

・写真を使用した保育記録や HP の作成，ICT を活用した発信と情報提供を通し

て，保育・教育内容の視覚化を図り，子ども主体の保育の説明と実践を行う。 

・地域の子育て家庭のニーズを把握し，園見学や地域交流活動，園庭開放など

を計画的に実施し，子育て支援に繋げる。 

    

（２）インクルーシブ保育・教育の推進 
① 個々の多様性を尊重し，どの子どもにも個別の援助を提供できる組織作り 
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・インクルーシブ保育・教育についての目標を共通理解し，組織としての取り
組みに繋げる。 
・個々の違いを前提とした子ども理解と個性の尊重により，すべての子どもが
自己肯定感を持ちながら，遊びを通した生活の中で人や環境と関われるような
保育・教育計画を構築し実践する。 
 
② 児童発達支援センターなどとの連携を元にした，保育の専門性を生かした

支援体制の構築 
・多様な園児の受け入れを推進するにあたり，家庭や関連機関との連携を軸に，
子どもと保護者にとって安全安心な場所となるよう，専門性を生かした支援を
実践する。 

 
（３）教育・保育施設整備の推進 

① 関連施設での教育・保育活動のカリキュラム化（千葉若葉キャンパスな

ど） 

・保育・教育活動におけるねらいを達成するための園外活動として千葉若葉

キャンパスの施設を計画的に活用し，弁天こども園やこのはの家の施設と連携

し活用する。（森の遠足他） 

・保育・教育活動における大学教員との関わりや共同研究等を通して，教材・

授業開発などの互恵性のある関係性を構築し，活用する。（アートワーク・身

体表現他） 

 

② LGBTQ 対応を合わせての施設の設備整備（トイレを含む） 

・老朽化の進む施設設備を計画的に行い，トイレの改修を含む人権や安全・

衛生に配慮した保育環境を整備する。 

 

（４）教員研修の充実 

① 個人のキャリアパスに応じた研修制度の強化 

・経験や職責に見合った研修参加を奨励し，学びを共有する機会をつくる。 

・保育の質向上に向けた園内研修の充実と職員の外部研修参加を推進する。

（キャリアアップ研修・幼保指導課主催研修・民保協主催研修・市保協主催研

修・幼稚園協会主催研修他，自主研修等） 

 

   ② 保育の質向上のための大学との連携を通した，共生社会を担う教職員の育

成 

・実習等における学生受け入れを積極的に進める中で，外部から見た園の保

育を客観的に見つめる機会とする。 

・保育・教育活動の振り返りや評価を行い，課題の抽出と取り組みを明確に

し，大学との連携を通して保育の質向上へと繋げていく。 

・魅力ある保育・教育の実践と職員のモチベーション強化を図る。 

 

③ ICT を活用した業務改善のための研修の実施 

・保育研究及び管理運営の効率化を図るため，ICT の活用について学ぶ機会

をつくり日々の業務に活かす。 

 


